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個人事業税の概要
個人事業税は、事業を営む個人の方で、県内に事務所または事業所を有する方に課される
県の税金です。原則として、前年の不動産所得および事業所得から各種控除した額に対して
課税されます。
課税対象となる業種は、主として商工業など、いわゆる営業に属する第一種事業（物品販
売業、不動産貸付業、製造業、請負業など）、畜産業、水産業などの第二種事業（主として自
家労力により行うものを除く）および医業、法務業などの自由業に属する第三種事業（医業、
歯科医業、弁護士業、理容業など）があります。
それぞれの税率は次のとおりです。
第一種事業…… ％ 第二種事業…… ％
第三種事業…… ％（ただし、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復

その他の医業に類する事業、装蹄師業は ％）
納税方法と納期限
下北地域県民局県税部から送付される納税通知書により、 月と 月の 回に分けて納め

てください。（税額が 万円以下の場合には 月に全額納めることとなります。）
納期限は、第一期分が 月 日（月）、第二期分が 月 日（月）となります。
納付につきましては、金融機関や県税部の窓口のほか、コンビニをご利用できます。
また、口座振替もご利用いただけますので、各取扱金融機関にてお申し込みください。

【お問合せ】下北地域県民局県税部 課税課 （内線 ）

職 務 後期高齢者医療制度の運営に関する意見・提案を行っていただきます。
任 期 委嘱の日から 年間
応募資格 県内在住 歳以上の方で、平日昼間青森市での会議に出席できる方
募集人員 人（応募者の中から選考により決定）

被保険者 人
歳以上障害認定の被保険者 人
後期高齢者医療以外の医療保険被保険者 人

応募方法 応募用紙および 後期高齢者医療制度に関する意見（ 字程度） を提出
応募期間 月 日（月） 日（火）
謝 礼 等 会議 回の出席につき謝礼 円および交通費

（公共交通機関利用実費相当額）
応募用紙等の配布、お問合せ先
佐井村役場 住民福祉課 税務・国保部門 東出（英）
青森県後期高齢者医療広域連合 総務課
ホームページ


